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大阪府知事殿	

	法人の名称	 一般社団法人大阪府病院薬剤師会	

代表者の氏名	但馬	 重俊	

公益目的支出計画実施報告書等の提出について	 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第127条第 3項の規
定により、平成 27 平成 27 年 4 月 1 日平成 28 年 3 月 31 日まで）の別紙のとおり年度（から公益目的支出計画
実施報告書等を提出いたします。	
	
【別紙１：法人の基本情報】	

法人コード	A023975	

法人名	 一般社団法人大阪府病院薬剤師会	

１．基本情報	

フリガナ	イッパンシャダンホウジンオオサカフビョウインヤクザイシカイ	

法人の名称	一般社団法人大阪府病院薬剤師会	

主	
た	
る	
事	
務	
所	
の	
住	
所	
及	
び	
連	
絡	
先	

住所	
〒5420012 大阪府大阪市中央区谷町６丁目２番２６号東和谷町ビルディング２階
２０１号	

代表電話番号	 06-6767-8034（内線）	 FAX 番号 06-6767-8035	

代表メールアドレス	 ohp-office@jeans.ocn.ne.jp	

ホームページアドレス	 http://www.ohp.or.jp/	

代表者の氏名	但馬	 重俊	 	

事業年度	 04 月 01 日〜03 月 31 日	

担	
当	
者	
	 	
注	

氏名（又は
名称）	

但馬重俊	 役職（又は担当者名）	 会長（代表理事）	

電話番号	 06-6773-7025	 ＦＡＸ番号	
	

電子メール
アドレス	

s.tajima@mhc.west.ntt.co.jp	

事業の概要	
臨床薬学の教育と研修に関する事業、医薬品の安全性・有効性の確保並びに適正使用のための
情報収集と評価・伝達に関する事業、地域医療・地域保健での薬事指導・啓発に関する事業等
の実施	

注：代理人による提出の場合は委任状を添付し、代理人が法人の場合は「氏名」の欄に名称を、「役職」欄に
担当者名を記載してください。	
	
【別紙２：公益目的支出計画実施報告書】	
	
２．公益目的支出計画実施報告書	
	
【平成 27 年度（2015/4/1 から 2016/3/31 まで）の概要】	

	 １．公益目的財産額	 77,253,903 円	

	 ２．当該事業年度の公益目的収支差額	 （（１）＋（２）−（３））	 	 	 39,783,084 円	

	 	 （１）前事業年度末日の公益目的収支差額	 20,375,579 円	

	 	 （２）当該事業年度の公益目的支出の額	 29,268,055 円	

	 	 （３）当該事業年度の実施事業収入の額	 9,860,550 円	

	 ３．当該事業年度末日の公益目的財産残額	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 37,470,819 円	

	 ４．２の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由	 注	

		
注：詳細は、別紙様式に個別の実施事業等ごとに記載してください。	
	
【公益目的支出計画の状況】	

	 公益目的支出計画の	 	 （１）計画上の完了見込み	 平成 30 年 3 月 31 日	

http://www.ohp.or.jp/


	 完了予定事業年度の末日		 （２）（１）より早まる見込みの場合	
	

	

		
前事業年度	 当該事業年度	 翌事業年度	

計画	 実績	 計画	 実績	 計画	

	 公益目的財産額	 77,253,903 円	77,253,903 円	77,253,903 円	77,253,903 円	77,253,903 円	

	 公益目的収支差額	25,631,597 円	20,375,579 円	45,253,944 円	39,783,084 円	64,876,291 円	

	 公益目的支出の額	35,580,097 円	29,369,179 円	30,070,847 円	29,268,055 円	30,070,847 円	

	 実施事業収入の額	9,948,500 円	 8,993,600 円	10,448,500 円	9,860,550 円	10,448,500 円	

	 公益目的財産残額	51,622,306 円	56,878,324 円	31,999,959 円	37,470,819 円	12,377,612 円	

	
注：前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。	
	
	
	
(2)〔公益目的支出計画実施報告書〕	
【実施事業（継続事業）の状況等】（事業単位ごとに作成してください。）	

事業番号	 事業の内容	

継 1	 臨床薬学並びに医薬品適正使用に関する教育と研修に関する事業	

	
（１）計画記載事項	

事業の概要	

【事業の趣旨】	
本事業は、臨床薬学並びに医薬品適正使用推進に必要な事項に関する研修会及び各種専門薬剤師制度に関する
知識習得の補助となる講習会を開催することにより、知識・技術を深く修めた薬剤師を育成し、地域医療並び
に保健福祉医療の向上に寄与することを目的とする。	
	
【事業の構成】	
臨床薬学並びに医薬品適正使用推進に必要な事項に関する研修会等及び各種専門薬剤師制度に関する知識習
得の補助となる講習会の開催で構成される。	
	
【事業をまとめる理由】	
本事業は、研修会等を通じ、専門家として病院・診療所に勤務する薬剤師の資質向上を図り、府民への啓発を
行うと共に、他地域医療並びに保健福祉医療の向上に寄与することを目的とするが、上記事業の構成に記載し
ている事業は、いずれも本事業目的を達成するために実施されるため、一つの事業としてまとめている。	
※印は一般会計収支計算書での「その他の研修会」である。	
	
【事業の内容】	
1.特別講演会の開催	
（内容）	
・総会出席者に対して臨床薬学実践に必要な知識を提供するために講演会を開催する。	
「覚せい剤等薬物乱用防止と違法ドラッグについて」（24 年度実績）	 	 	 	
（実施時期等）	 	 年 1 回	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 123 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 無料	
（場所）	 	 	 	 	 総会会場	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
2.薬局長セミナー（※）の開催	
（内容）	
・指導的立場にある管理職としての薬局長への情報提供及び実践する際の問題点の整理を行うために開催す
る。	
	「人財育成とマネジメント」（24 年度実績）	
（実施時期等）	 	 年１回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する病院・診療所の薬局長及び薬局長に準ずる者等	87 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円、非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
3．診療所勤務薬剤師講演会の開催	
（内容）	
・主として外来患者の薬物療法に関する薬剤師として具備すべき知識（病態、診断、治療）の習得を通じて、



その根拠を自ら判断し、情報提供や処方支援するなどの行動支援を行うために「診療所例会」、「EBM ワーク
ショップ」及び「メンタルヘルス関連疾患を考える会」を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 8 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 	 809 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円（EBM ワークショップのみ 4,000 円/日、3,000 円/半日）	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
4．日常業務なんでも相談会（※）の開催	
（内容）	
・診療所勤務薬剤師に特有な業務全般に関する相談会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 	 20 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円、非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
5．小規模病院懇話会の開催	
（内容）	
・小規模病院における薬剤師業務を適正に実践するための知識獲得を目的として開催する。	
（実施時期等）	 	 年 3 回実施	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 	 196 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円、非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
6．精神科病院委員会研修会（※）の開催	
（内容）	
・精神科領域に関与する薬剤師に必要な知識を提供するために開催する。	
（実施時期等）	 	 年 3 回開催（うち 1 回全日研修）	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 237 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円、非会員 1,000 円（全日研修会：会員 4,000 円、会員外 8,000 円）	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館、南御堂会館（全日研修）	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
7．新入局薬剤師研修会の開催	
（内容）	
・新たに病院診療所勤務となった薬剤師に対して業務遂行上に必要な全般的な講義を行うために開催する。	
（実施時期等）	 	 年 7 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 175 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員・非会員とも 10,000 円（テキスト代込）	
（修了者の認定）	 すべての研修を履修した方に修了証を発行	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
8．中堅薬剤師研修会の開催	
（内容）	
・中堅薬剤師（勤務開始後 5年程度）に対して具備すべき知識を提供するために開催する。	
（実施時期等）	 	 年 1 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 	 41 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員・非会員とも 5,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
9．薬剤業務ワークショップの開催	
（内容）	
・薬剤師の日常業務から発生する諸問題に関してスモールグループディスカッション等を実施して深く掘り下
げることにより解決する方策を学習するために開催する。	
（実施時期等）	 	 年 1 回（２日連続）開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 25 人	



（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員・非会員とも 10,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 ホテルコスモスクエア	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
10．研修講座シリーズの開催	
（内容）	
・1 年間を同一テーマで継続して教育することにより深い知識を獲得するために開催する。（平成 24 年度は臨
床研究に関する研修）	
（実施時期等）	 	 年 3 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 	 220 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円、非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
11．社会保険制度委員会講習会（※）の開催	
（内容）	
・診療報酬改定とその影響についての情報を提供するための講演会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 1 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 57 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円、非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
12．麻薬及び向精神薬取締法に基づく管理指導講習会（麻薬講習会）（※）の開催	
（内容）	
・麻薬及び向精神薬取締法、薬事法などの法規遵守に関する指導講習会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 1 回開催	
（対象者）	 						府内の医療従事者	 282 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員・非会員とも 500 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
13．チーム医療推進研修会の開催	
（内容）	
・「チーム医療」に関わる業務を遂行するにあたり、臨床現場で実践的知識として有用で必要な情報・技能・
知識を提供すべく講習会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 3 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 	 339 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円、非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
14．医療安全研修会（※）の開催	
（内容）	
・薬剤師の医療安全に関する知識の底上げをはかる目的で、医療の質の向上と安全をテーマにした研修会を開
催する。	
（実施時期等）	 	 年 1 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 	 103 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円、非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
15．医薬品安全管理責任者交流会（※）の開催	
（内容）	
・医薬品安全管理責任者の業務内容を他施設担当者とグループワークを実施することにより理解を深めて質的
向上をもたらすために開催する。	
（実施時期等）	 		年 1 回開催	
（対象者・人数）		各病院・診療所で任命された医薬品安全管理責任者等	 38 人	
（募集方法）	 	 		自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円、非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	



（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
16．情報通信委員会講習会（※）の開催	
（内容）	
・薬剤師の業務及び臨床研究に必要な IT 技術等に関する講習会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 1 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 	 120 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円、非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
17．認定実務実習指導薬剤師養成研修事業に関する講習会（※）の開催	
（内容）	
・薬学部学生の実務実習受け入れ体制の整備のため講習会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 1 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 37 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員・非会員とも 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 無料	
	
18．認定薬剤師及び専門薬剤師育成のための講習会・ワークショップの開催	
（内容）	
・日本病院薬剤師会、日本医療薬学会等、各種薬剤師認定学会が実施する認定薬剤師及び専門薬剤師取	得を
目指す会員への知識習得の補助となる講習会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 6 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 896 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円、非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
19．病棟薬剤業務の推進に関する講習会（※）の開催	
（内容）	
・病棟薬剤業務実施加算業務を適正に遂行するための情報提供を行うために講習会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 3 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 	 367 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円、非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
20．支部研修会の開催	
（内容）	
・臨床薬学及び医療制度等について支部単位で研修することにより薬剤師の資質向上に寄与するために開催す
る。	
（実施時期等）	 	 年 42 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 	 2,743 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円、非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 各支部内及び近隣施設	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
【人員について】	
人員は、担当委員会委員（本部開催分）及び支部長（支部開催分）が企画から開催まで担当している。	
	
【財源について】	
財源については、受講料を充てている。	
	

（１）当該事業に係る公益目的支出の見込額	 18,007,510 円	

（２）当該事業に係る実施事業収入の見込額	 6,406,500 円	

	
（２）当該事業年度の実施状況	

事業の実施状況について	

平成 26 年度より「特別講演会」を廃止するとともに「薬剤業務ワークショップ」の内容を見直して「実務セ



ミナー」として継承して実施するとともに、平成 27 年度より 3．診療所勤務薬剤師講演会の「外来薬物療法の
質向上検討会」を「症例から学ぶ会」として継承した他は、移行認可申請書に記載された事業に準拠して実施
した。事業の内容については下記の通りである。	
	
※印は一般会計収支計算書での「その他の研修会」である。	
	
【事業の内容】	
	
1.特別講演会の開催	
	 平成 26 年度より廃止した。（総会が代議員制となったために開催日時等を考慮したため）	
	
2.薬局長セミナー（※）の開催	
（内容）	
・指導的立場にある管理職としての薬局長への情報提供及び実践する際の問題点の整理を行うために開催す
る。	
「ＩＳＯ９００１認証による病院薬剤師業務の品質マネジメント」	
（実施時期等）	 	 年１回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する病院・診療所の薬局長及び薬局長に準ずる者等	48 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
3．診療所勤務薬剤師講演会の開催	
（内容）	
・主として外来患者の薬物療法に関する薬剤師として具備すべき知識（病態、診断、治療）の習得を通じて、
その根拠を自ら判断し、情報提供や処方支援するなどの行動支援を行うために「診療所例会」及び「症例から
学ぶ会」を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 5 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 471 人（うち非会員 11 人）	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円	 非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
4．日常業務なんでも相談会（※）の開催	
（内容）	
・診療所勤務薬剤師に特有な業務全般に関する相談会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年１回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 	 57 人（うち非会員 1人）	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円	 非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
5．小規模病院委員会研修会の開催	
（内容）	
・小規模病院における医療連携及び薬薬連携を推進するために開催する。	
（実施時期等）	 	 年 3 回実施	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 241 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
6．精神科病院委員会研修会（※）の開催	
（内容）	
・精神科領域に関与する薬剤師に必要な知識を提供するために開催する。	
（実施時期等）	 	 年 4 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 285 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
7．新入局薬剤師研修会の開催	
（内容）	



・新たに病院診療所勤務となった薬剤師に対して業務遂行上に必要な全般的な講義を行うために開催する。	
（実施時期等）	 	 年 7 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 223 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 10,000 円（テキスト代込）	
（修了者の認定）	 すべての研修を履修した方に修了証を発行	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
8．中堅薬剤師研修会の開催	
（内容）	
・中堅薬剤師（勤務開始後 5年程度）に対して具備すべき知識を提供するために開催する。	
（実施時期等）	 	 年 1 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 	 56 人（うち非会員 2名）	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 1,000 円	 非会員 2,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 CIVI 研修センター新大阪東	
（講師報酬）	 	 	「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
9.	薬剤業務ワークショップ（※）の開催	
	 平成 26 年度より研修内容と研修形態を考慮して「実務セミナー」へ移行したために未開催である。	
	
10.	 実務セミナーの開催	
（内容）	
・日常実務に必要な事項や、それに関する疑問などを解決するために開催する。	
（実施時期等）	 	 年 2 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 307 人（うち非会員 3人）	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 2,000 円	 非会員 4,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 CIVI 研修センター新大阪東、CIVI 北梅田研修センター	
（講師報酬）	 	 	「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
11．研修講座シリーズの開催	
（内容）	
・1 年間を同一テーマで継続して教育することにより深い知識を獲得するために開催する。（実施時期等）	 	 年
3 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 417 人（うち非会員 10 人）	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円	 非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
12．社会保険制度委員会講習会（※）の開催	
（内容）	
・診療報酬改定とその影響についての情報を提供するための講演会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 1 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 100 人（うち非会員 2人）	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
13．麻薬及び向精神薬取締法に基づく管理指導講習会（麻薬講習会）（※）の開催	
（内容）	
・麻薬及び向精神薬取締法、医薬品医療機器等法などの法規遵守に関する指導講習会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 1 回開催	
（対象者）	 						府内の医療従事者	 391 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 無料	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
14．チーム医療推進研修会の開催	
（内容）	
・「チーム医療」に関わる業務を遂行するにあたり、臨床現場で実践的知識として有用で	
必要な情報・技能・知識を提供すべく講習会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 3 回開催	



（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 305 人（うち非会員 4人）	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円	 非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
15.	 医療安全研修会（※）の開催	
（内容）	
・薬剤師の医療安全に関する知識の底上げをはかる目的で、医療の質の向上と安全を	
テーマにした研修会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 1 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 120 人（うち非会員 2人）	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円	 非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
16.	 医薬品安全管理責任者交流会（※）の開催	
（内容）	
・医薬品安全管理責任者の業務内容を他施設担当者とグループワークを実施することにより質的向上をもたら
すために開催する。	
（実施時期等）	 		年 1 回開催	
（対象者・人数）		各病院・診療所で任命された医薬品安全管理責任者等	 44 人	
（募集方法）	 	 		自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
17.	 情報通信委員会講習会（※）の開催	
（内容）	
・薬剤師の業務及び臨床研究に必要な IT 技術等に関する講習会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 1 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 	 58 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
18．認定実務実習指導薬剤師養成研修事業に関する講習会（※）の開催	
（内容）	
・薬学部学生の実務実習受け入れ体制の整備のため講習会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 6 回開催（うち 1 回は新実務実習に向けての講習会）	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 384 人	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 1,000 円（新実務実習に向けての講習会 103 人は無料）	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 無料	
	
19．認定薬剤師及び専門薬剤師育成のための講習会・ワークショップの開催	
（内容）	
・日本病院薬剤師会、日本医療薬学会等、各種薬剤師認定学会が実施する認定薬剤師及び専門薬剤師取	得を
目指す会員への知識習得の補助となる講習会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 8 回（講習会 5 回、ワークショップ 1回）開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 483 人（うち非会員 33 人）	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円	 非会員 1,000 円（ワークショップ：会員 3,000 円	 非会員 6,000 円）	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
20.病棟薬剤業務の推進に関する講習会（※）の開催	
（内容）	
・病棟薬剤業務実施加算業務を適正に遂行するための情報提供を行うために講習会を開催する。	
（実施時期等）	 	 年 3 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 	 110 人（うち非会員 4人）	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 1,000 円	 非会員 2,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 薬業年金会館	



（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	
21．支部研修会の開催	
（内容）	
・臨床薬学及び医療制度等について支部単位で研修することにより薬剤師の資質向上に寄与するために開催す
る。	
（実施時期等）	 	 年 47 回開催	
（対象者・人数）	 府内に勤務する薬剤師等	 3,828 人（うち非会員 43 人）	
（募集方法）	 	 	 自法人の会誌及びホームページでの案内による募集	
（受講料）	 	 	 	 会員 500 円、非会員 1,000 円	
（場所）	 	 	 	 	 各支部内及び近隣施設	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
	

（１）当該事業に係る公益目的支出の額	 15,223,682 円	

（２）当該事業に係る実施事業収入の額	 6,899,500 円	

（３）（（１）−（２））の額	 	 	 	 	 	 8,324,182 円	

（４）当該事業に係る損益計算書の費用の額	 15,223,682 円	

（５）当該事業に係る損益計算書の収益の額	 6,899,500 円	

（１）及び（２）に記載した額が計画に記載した額と異なる場合、その内容及び理由	 	 注	

公益目的支出額は計画対比約２７０万円減少しております。但し、昨年度と同水準で事業は進行しており、会

員の研修会参加者増により実施事業収入は前年比約２５万円増加している。実施事業自体はほぼ計画通り実施

しているので、実施に当たり経費節減を視野に入れたためと判断している。しかし、今後の実施事業の規模を

鑑みても実施期間に関しては影響がないと考える。	

	
注：この事業に係る公益目的支出の額等の変更が、公益目的支出計画全体の実施に影響を与えるか否かについ
ても記載してください。	
	
	
(2)〔公益目的支出計画実施報告書〕	
	
【実施事業（継続事業）の状況等】（事業単位ごとに作成してください。）	

事業番号	 事業の内容	

継 2	 地域医療・地域保健での薬事指導・啓発に関する事業	

	
（１）計画記載事項	

事業の概要	

【事業の趣旨】	
本事業は、独自の「府民くすり相談会」の開催並びに関係団体からの要請に基づく府民が使用している医薬品
の適正使用に係る相談員派遣を実施している。また、大阪府「薬と健康の週間」事業へ協賛するとともに、府
民への医薬品の正しい使い方の啓発小冊子「くすりＱ＆Ａ（第 19 集）」など企画、刊行等により、府民への
医薬品適正使用に関する啓発活動を行う。	
	
【事業の構成】	
本事業は、医薬品に関する相談会の開催、医薬品適正使用に関するクスリ相談員の派遣等で構成される。	
	
【事業をまとめる理由】	
本事業は、府民への地域医療・医薬品に関する啓発を目的としているが、医薬品に関する相談会の開催及びク
スリ相談員の派遣要請への協力・参画等は、いずれも府民の医療及び医薬品に関する知識向上を図るために実
施される事業であることから、一つの事業としてまとめている。	
	
【事業の内容】	
1．「府民くすり相談会」の開催	
（内容）	
・一般府民に対する医療関係の特別講演並びに「くすり相談会」を実施することにより一般府民に対して医薬
品使用上の注意点などの情報提供を提供するために開催する。	
（実施時期等）	 	 毎年 10 月	
（対象者・人数）	 一般府民	 	 40 人	
（募集方法）	 	 	 	 守口市広報誌、自法人作成チラシの地域住民への配布、自法人のホームページでの案内



による募集	
（受講料）	 	 	 	 	 無料	
（場所）	 	 	 	 	 守口文化センター（24 年度）	
（講師報酬）	 	 	 「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
（参考資料）	 	 	 小冊子「困ったときの、くすりＱ＆Ａ	」	
	
2．関連団体からの協力要請に対する協力（クスリ相談員）	
（内容）	
・大阪薬科大学が主催する市民公開講座開催と併せて設置される「くすり相談室」の相談員を本会より派遣し
て、一般府民に対して医薬品使用上の注意点などの情報提供を実施している。	
（実施時期等）	 	 年 2 回（春、秋）	
（対象者）	 	 	 	 	 	 一般府民	
（募集方法）	 	 	 	 	 大阪薬科大学作成のポスターによる募集	
（受講料）	 	 	 	 	 無料	
（場所）	 	 	 	 	 	 大阪薬科大校内	
	
3．大阪府「薬と健康の週間」事業への協力	
（内容）	
・「薬と健康の週間」実行委員会が開催する一般府民に対する適正な医薬品の取り扱い等に関する啓発事業に
対して協賛金を支出して協力している。	
	
【人員について】	
人員は、担当委員会委員により事業を実施している。	
	

（１）当該事業に係る公益目的支出の見込額	 1,625,112 円	

（２）当該事業に係る実施事業収入の見込額	 0 円	

	
（２）当該事業年度の実施状況	

事業の実施状況について	

平成 27 年度は、「府民くすり相談会」を松原市内にて開催した他は、移行認可申請書に記載された事業に準
拠して実施した。事業の内容については下記の通りである。	
	
【事業の内容】	
1．「府民くすり相談会」の開催	
（内容）	
・一般府民に対する特別講演会	
（実施時期等）	 	 平成 27 年 9 月 5 日（土）	
（対象者・人数）	 一般府民	 	 88 人	
（募集方法）	 				松原市広報誌、チラシの地域住民への配布、自法人の会誌及びホームページでの案内によ
る募集	
（受講料）	 	 				無料	
（場所）	 								ゆめニティプラザ（ゆめニティまつばら 3階）	
（講師報酬）	 	 	「大阪府病院薬剤師会謝金規定」に基づく	
（参考資料）	 	 	 小冊子「困ったときの、くすりＱ＆Ａ	」	
	
2．関連団体からの協力要請に対する協力（くすり相談員）	
（内容）	
・大阪薬科大市民講座への協力	
（実施時期等）	 	 年 2 回（春、秋）	
（対象者）	 	 				一般府民	
（募集方法）	 				大阪薬科大学作成のポスターによる募集	
（受講料）	 	 	 		無料	
（場所）	 	 	 	 		大阪薬科大校内	
3．大阪府「薬と健康の週間」事業への協力	
（内容）	
・「薬と健康の週間」実行委員会が開催する一般府民に対する適正な医薬品の取り扱い等に関する啓発事業に
対して協賛金を支出して協力している。	
	

（１）当該事業に係る公益目的支出の額	 823,601 円	

（２）当該事業に係る実施事業収入の額	 0 円	

（３）（（１）−（２））の額	 	 	 	 	 	 823,601 円	

（４）当該事業に係る損益計算書の費用の額	 823,601 円	

（５）当該事業に係る損益計算書の収益の額	 0 円	

（１）及び（２）に記載した額が計画に記載した額と異なる場合、その内容及び理由	 	 注	



公益目的支出が約８０万円減少しているが、事業自体は計画通り実施しているために、その原因は会場費の影
響があると分析している。しかし、今後の実施事業の規模を鑑みても実施期間に関しては影響がないと考える。	

	
注：この事業に係る公益目的支出の額等の変更が、公益目的支出計画全体の実施に影響を与えるか否かについ
ても記載してください。	
	
	
(2)〔公益目的支出計画実施報告書〕	
	
【実施事業（継続事業）の状況等】（事業単位ごとに作成してください。）	

事業番号	 事業の内容	

継 3	 会誌発行に関する事業	

	
（１）計画記載事項	

事業の概要	

【事業の趣旨】	
病院・診療所等に勤務する薬剤師の倫理的学術的水準を高めることにより資質向上を図り、薬剤師業務に反映
させ、府民の健康及び福祉の向上に貢献するため、毎月 1回大阪府病院薬剤師会会誌（O.H.P.NEWS、以下、会
誌）を発行している。	
	
【事業の内容】	
会誌の質を担保するために広報企画委員会を組織し、掲載記事の企画立案等を実施している。主な掲載内容は、
総説「論滴」、特集、寄稿、新薬の紹介、本会の活動報告等である。	
広報誌は会員以外の希望者にも販売（1部 350 円）しており、毎月 3800 部を発行している。また、大阪府、大
阪府薬剤師会、薬系大学等の関連機関に贈呈し、病院等の薬剤師の最新情報を提供している。	
	
【人員について】	
人員は、広報企画委員会委員が業務にあたっている。	
	
【財源について】	
財源は、会誌の収入を充てている。	
	

（１）当該事業に係る公益目的支出の見込額	 10,438,225 円	

（２）当該事業に係る実施事業収入の見込額	 4,042,000 円	

	
（２）当該事業年度の実施状況	

事業の実施状況について	

平成 26年度より年 11回発行に変更し会員増加に伴い発行部数を 100部増やして毎号 3900 部に変更した他は、
移行認可申請書に記載された事業に準拠して実施した。事業の内容については下記の通りである。	
	
【事業の内容】	
会誌の質を担保するために広報企画委員会を組織し、掲載記事の企画立案等を実施している。主な掲載内容は、	
総説「論滴」、特集、寄稿、新薬の紹介、本会の活動報告等である。	
広報誌は会員以外の希望者にも販売（1部 350 円）しており、毎月 3900 部を発行している。また、大阪府、大
阪府薬剤師会、薬系大学等の関連機関に贈呈し、病院等の薬剤師の最新情報を提供している。	
	

（１）当該事業に係る公益目的支出の額	 13,220,772 円	

（２）当該事業に係る実施事業収入の額	 2,961,050 円	

（３）（（１）−（２））の額	 	 	 	 	 	 10,259,722 円	

（４）当該事業に係る損益計算書の費用の額	 13,220,772 円	

（５）当該事業に係る損益計算書の収益の額	 2,961,050 円	

（１）及び（２）に記載した額が計画に記載した額と異なる場合、その内容及び理由	 	 注	

公益目的支出が約２８０万円増加しているが、平成２７年度と比較すると約１５万円の減少である。平成２６
年度以後会誌発行回数を年 12 回から年 11 回に変更したことにより事業内容は前年度同規模である。収支差額
は前年度比約３０万の減少であるが、今後の実施事業の規模を鑑みても実施期間に関しては影響がないと考え
る。	

	
注：この事業に係る公益目的支出の額等の変更が、公益目的支出計画全体の実施に影響を与えるか否かについ
ても記載してください。	
	
 



公益目的支出計画実施報告書に関する監査報告

一般社団法人大阪府病院薬剤師会

代表理事　但馬　重俊　殿

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの公益目的支

出計画実施報告書に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたしま

す。

1．監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の

環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使

用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、

重要な決裁書類等を閲覧し、公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしまし

た。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る公益目的支出計画実施報告書に

ついて検討いたしました。

2．監査の結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計

画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

平成遮年白月　3　日

一般社団法人大阪府病院薬剤師会

監　事

監事尊卑蓋う㊨



平成２８年度・２９年度	

一般社団法人大阪府病院薬剤師会役員候補者（案）	

任期：平成 28 年 7 月 1 日～平成 30 年 6 月 30 日	

	

（氏名 50 音順）	

理事	 	 	 ：上中清隆（大阪歯科大学附属病院）	

理事	 	 	 ：上野山周雄（八戸の里病院）	

理事	 	 	 ：尾上雅英（北野病院）・新任	

理事	 	 	 ：勝浦正人（大阪大学医学部附属病院）	

理事	 	 	 ：川口進一（市立池田病院）	

理事	 	 	 ：河瀬留美（西淀病院）	

理事	 	 	 ：木村真策（千船病院）	

理事	 	 	 ：小林政彦（大阪赤十字病院）	

理事	 	 	 ：坂上嘉浩（大阪府立成人病センター）	

理事	 	 	 ：佐野雅昭（大阪府済生会茨木病院）	

理事	 	 	 ：下村一徳（市立池田病院）・新任	

理事	 	 	 ：高橋一栄（大阪府済生会野江病院）	

理事	 	 	 ：竹上	 学（大阪府済生会千里病院）	

理事（※）	 	 ：但馬重俊（ＮＴＴ西日本大阪病院）	

理事	 	 	 ：丹下悦子（住友ビルディング診療所）	

理事	 		 	 	 	：土井克彦（大阪市立総合医療センター）	

理事	 	 	 ：天正雅美（さわ病院）	

理事	 	 	 ：中村安孝（大阪市立大学医学部附属病院）・新任	

理事	 	 	 ：永山勝也（大阪市立大学医学部附属病院）	

理事	 	 		：西川直樹（愛仁会本部）	

理事	 	 	 ：野村剛久（東住吉森本病院）	

理事	 	 	 ：野村真美（府中病院）	

理事	 	 	 	 	 ：濱口良彦（関西電力病院）	

理事	 	 	 ：久岡清子（育和会記念病院）	

理事	 	 	 ：本多智子（七山病院）	

理事	 	 	 ：三箇山宏樹（関西医科大学総合医療センター）	

理事	 	 	 ：森朝紀文（りんくう総合医療センター）	

理事	 	 	 ：山本智也（大阪大学医学部附属病院）・新任	

	

監	事（※※）	：辻本栄子（愛染橋病院）	

監	事（※※）	：山本克己（大阪警察病院）	

	

※（会長候補）、※※（監事候補）は会長候補・監事候補選挙（平成 28 年 3 月 23 日実施）の当選者	

(作成	 但馬重俊)	

	



	

平成 28 年度（一社）大阪府病院薬剤師会	

名誉会員推薦候補者御経歴	

	

上野達也先生（大阪府病院薬剤師会理事） 
	

役員歴：	

	

平成	 ８年４月～平成１０年３月	 	 委員（出版委員）	

平成１０年４月～平成１２年３月	 	 委員（広報企画副委員長）	

平成１２年４月～平成１４年３月	 	 委員（広報企画副委員長）・第３支部長	

平成１４年４月～平成１６年３月	 	 理事（広報企画委員長）	

平成１６年４月～平成２６年３月	 	 理事（広報企画委員長）・第３支部長	

平成２６年４月～平成２８年６月	 	 理事（広報企画委員長）	

	



事務所移転のご報告	

	

一般社団法人	 大阪府病院薬剤師会	

	 会	長	 	 但馬	 重俊	

	

事務所移転につきましては、平成 27 年度当初より検討して参りました。その検討

を受けて3月 23日に開催されました平成27年度臨時総会にて理事会一任の承認を得

たことにより4月期理事会で移転候補地に新事務所に移転することと決議致しました。	

今回の移転は、事務所機能の増強と保安体制の確保並びに会議室機能を有すること

を考慮して選考致しております。	

つきましては、6月 27 日より事務所を下記に移転致しましたので、ご報告いたしま

す。	

	

	

記	

	

一般社団法人大阪府病院薬剤師会事務所	 新住所：	

〒541-0056	

大阪市中央区久太郎町 2丁目 4番 27 号	 堺筋本町ＴＦビル 2階	

Tel：06-6484-5429	 Fax：06-6484-5439	

（大阪市営地下鉄堺筋線	 堺筋本町駅 11 番出口を出てすぐ）	

以上 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	  
 

事務所	



【報告事項（表彰関係）】 
 

１．平成 27 年度大阪府薬事関係等功労者知事表彰受賞者	

	 	 	 	

	 	 	 小椋千
お ぐ ら ち

絵
え

先生（東豊中渡辺病院）	

竹上
たけがみ

	 学
まなぶ

先生（大阪府済生会千里病院）	

谷口
たにぐち

伸一
しんいち

先生（かわい病院）	

中井
なか い

由佳
ゆ か

先生（ベルランド総合病院）	

左
ひだり

	 和子
かず こ

先生（生野中央病院）	

松田
まつ だ

孝緒
たか お

先生（愛仁会本部）	

	

２．平成 28 年度一般社団法人大阪府病院薬剤師会有功賞	

	 	 	 	

安達
あだ ち

千賀子
ち か こ

先生（阪和第一泉北病院）	

佐藤
さと う

美子
よし こ

先生（大阪市立大学医学部附属病院）	

	 	 	 佐野
さ の

敬子
けい こ

先生（松下記念病院）	

	 	 	 三箇山
み か や ま

宏樹
ひろ き

先生（関西医科大学総合医療センター）	

室井
むろ い

政子
まさ こ

先生（府立急性期総合医療センター）	

	 	 	 森
もり

朝
あさ

紀文
のりふみ

先生（りんくう総合医療センター）	

	


	１　平成28年度通常総会表紙
	２　議案１　平成27年度事業報告
	３　平成27年度決算報告
	４　議案２　貸借対照表（27年度）1（支部入） 貸借対照
	５　議案２　正味財産増減計算書(27年度)2（支部入)20160527㈪.xlsx
	６　議案２　財務諸表に対する注記(27年度）4.xls
	７　議案２　財産目録（27年度）5（支部入）.xls
	８　議案２　H28 3月期収支計算書.xlsx
	9 　議案３　監査報告書
	10　議案２　公益目的支出計画実施報告書資料
	11　議案３　公益目的支出計画実施報告書
	12　議案4　平成28年度・29年度役員（理事）候補者
	13　議案５　名誉会員推薦
	14【報告事項】事務所移転計画の件
	15【報告事項】知事表彰・名誉会員・有功賞

